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３
月
31
日
か
ら
新
た
に
下
水
道

を
使
用
で
き
る
地
区
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

○
大
嶺
町
下
領
地
区
の
一
部

○
大
嶺
町
重
安
地
区
の
一
部

○
大
嶺
町
筈
畑
地
区
の
一
部

○
伊
佐
町
下
村
下
地
区
の
一
部

○
伊
佐
町
広
下
地
区
の
一
部

下
水
道
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

台
所
や
風
呂
場
な
ど
か
ら
の
排
水

は
、
供
用
開
始
後
、
速
や
か
に
下

水
道
管
に
接
続
し
、
く
み
取
り
便

所
は
、
３
年
以
内
に
水
洗
ト
イ
レ

に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。下

水
道
の
整
備
さ
れ
た
区
域
内

の
皆
さ
ん
の
家
庭
、
事
業
所
全
て

が
水
洗
化
、
排
水
設
備
な
ど
の
設

置
を
し
な
い
と
、
清
潔
で
快
適
な

生
活
環
境
を
向
上
さ
せ
る
下
水
道

の
本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
で
き

ま
せ
ん
。

こ
の
下
水
道
事
業
の
趣
旨
を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
早
急
に
排
水
設

備
工
事
を
行
い
、
公
共
下
水
道
に

接
続
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

公
共
下
水
道
は
、
自
然
環
境
や

皆
さ
ん
の
生
活
環
境
を
快
適
に
す

る
た
め
の
大
切
な
公
共
財
産
で

す
。公

共
下
水
道
を
使
用
す
る
と
き

は
、次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

油
（
食
用
油
、
機
械
油
）
を
流

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
油
が
下

水
管
に
付
着
し
て
固
ま
り
、
詰

ま
る
原
因
と
な
り
ま
す
。

野
菜
く
ず
、
布
く
ず
、
ご
み
、

ビ
ニ
ー
ル
製
品
な
ど
を
流
し
込

ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。

ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
シ
ン
ナ
ー

な
ど
は
、
絶
対
に
下
水
管
に
流

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら

が
気
化
し
、
爆
発
の
危
険
が
あ

り
ま
す
。

デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
な
ど
の
食
品

く
ず
処
理
機
は
、
絶
対
に
使
用

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

汚
水
ま
す
な
ど
は
、
時
々
点
検

（
月
１
回
程
度
）
し
、
ふ
た
を

開
け
て
掃
除
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

市
上
下
水
道
課
管
理
業
務
係
　
　

（

０
８
３
７

０
７
９
５
）

市
上
下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

情
報
公
開
制
度
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
に
市
が
保
有
し
て
い
る
公
文

書
（
情
報
）
を
開
示
し
て
い
く
制

度
で
す
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
市
政
へ

の
参
加
を
促
進
し
、
よ
り
い
っ
そ

う
開
か
れ
た
市
政
の
実
現
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
市
が
保
有
す
る
公

文
書
の
開
示
請
求
は
、
ど
な
た
で

市
の
事
務
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
生
活
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る

も
の
が
多
く
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

さ
ま
ざ
ま
な
個
人
情
報
を
保
有
し

て
い
ま
す
。
市
で
は
、
個
人
情
報

の
保
護
を
徹
底
す
る
た
め
、「
美

祢
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
制

定
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
個
人
情

報
の
利
用
・
収
集
は
条
例
に
定
め

た
ル
ー
ル
に
従
い
、
事
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。

市
で
は
、
市
政
情
報
を
提
供
す

る
た
め
、
市
役
所
２
階
（
総
務
課

横
）、
各
総
合
支
所
に
「
市
政
情

報
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
置
し
て
い
ま

す
。こ

の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
市
政
に

関
す
る
刊
行
物
、
各
種
資
料
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
が
自
由
に
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

情
報
公
開
や
個
人
情
報
の
開
示

請
求
な
ど
も
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
開
示
請

求
の
手
続
き
の
方
法
な
ど
詳
し
い

こ
と
は
、
市
総
務
課
行
政
係
ま
で

お
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先

市
総
務
課
行
政
係
　
　

（

０
８
３
７

１
１
１
０
）

も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

市
民
の
皆
さ
ん
は
、
市
が
保
有

す
る
ご
自
分
の
個
人
情
報
の
開
示
、

訂
正
、
利
用
停
止
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。


